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次

令和年月日 月曜日 第号官 報

〔
省

令
〕

〇
地
方
独
立
行
政
法
人
法
別
表
及
び
地
方
独

立
行
政
法
人
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の

総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令（
総
務
一
〇
六
）

〔
規

則
〕

〇
計
算
証
明
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
会
計
検
査
院
六
）

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
高
度
管

理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及
び
一
般

医
療
機
器
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
厚
生
労
働
三
〇
七
）

〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関

係
手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

の
規
定
に
基
づ
き
特
別
の
注
意
を
要
す

る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す

る
高
度
管
理
医
療
機
器
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
三
〇
八
）

〇
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
点
を
指
定
し

た
件
（
経
済
産
業
一
七
三
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
令
和
八
年
新
年
祝
賀
の
儀
を
行
わ
れ
る
件

（
宮
内
庁
一
四
）

〇
公
証
人
法
第
七
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
の
件
（
法
務
一
四
四
）

〇
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
五
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
附
則
第
四
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
企
業
年
金
基

金
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
財
務
三
〇
六
）

〇
農
山
漁
村
滞
在
型
余
暇
活
動
の
た
め
の
基

盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五

条
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
実
施
事
務
の
廃

止
の
届
出
が
あ
っ
た
件

（
農
林
水
産
一
八
一
一
）

〇
国
際
事
務
局
に
対
す
る
手
数
料
の
金
額
に

相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
定
め
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
特
許
庁
九
）

〇
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調

査
機
関
に
対
す
る
調
査
手
数
料
の
金
額
に

相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
定
め
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
〇
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
と
と

も
に
、
直
轄
砂
防
工
事
を
施
行
す
る
件

（
国
土
交
通
一
〇
三
〇
、
一
〇
三
一
、
一

〇
三
六
、
一
〇
三
七
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
件

（
同
一
〇
三
二
〜
一
〇
三
五
）

〇
旅
行
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
研
修
機

関
の
廃
止
を
し
た
件
（
観
光
庁
一
三
）

〇
厚
生
省
告
示
第
三
百
二
十
七
号
を
も
っ
て

指
定
し
た
「
国
民
保
養
温
泉
地

ニ
セ
コ

温
泉
郷
」
の
地
域
を
変
更
す
る
件

（
環
境
八
九
）

〇
建
築
基
準
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
確
認
検

査
機
関
の
指
定
を
更
新
す
る
件

（
中
国
地
方
整
備
局
八
三
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
九
州
地
方
整
備
局
一
二
九
、
一
三
〇
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

内
閣
府

東
京
都

新
潟
県

石
川

県

愛
知
県

福
岡
県

横
浜
市

川
崎
市

広
島
市〔

皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国

の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る

国
土
交
通
大
臣
の
権
限
又
は
事
務
に
つ
い
て

委
任
を
行
う
こ
と
と
し
た
件（
国
土
交
通
省
）

登
録
免
許
税
法
に
規
定
す
る
納
付
受
託
者
の

指
定
（
同
）

情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国

の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す

る
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定

（
国
土
交
通
省
住
宅
局
）

油
濁
防
止
管
理
者
養
成
講
習
の
実
施
に
つ
い

て（
北
海
道
運
輸
局
・
東
北
同
・
関
東
同
・
北

陸
信
越
同
、
中
部
同
・
近
畿
同
・
中
国
同
・

四
国
同
・
九
州
同
・
神
戸
運
輸
監
理
部
・
沖

縄
総
合
事
務
局
）

労

働

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
長
野
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
三
、
熊
本
同

二
・
三
）

外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
等

に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
承
認

を
し
た
件

（
法
務
省
告
示
配
一
四
七
、
一
四
八
）

外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
等

に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
特
定
外
国
法
を
指
定
し
た
件

（
同
一
四
九
）

〔
地
方
自
治
事
項
〕

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁財

団
、
旅
券
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
一
般
旅
券
の
返
納
命
令
に

関
す
る
通
知
関
係

裁
判
所

相
続
、
失
踪
、
除
権
決
定
、
破
産
、免
責
、

特
別
清
算
、
再
生
、
所
有
者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他





省

令

地
方
独
立
行
政
法
人
法
別
表
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務

を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
独
立
行
政
法
人
法
別
表
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定

め
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
総
務
省
令
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
法
別
表
第
九
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
別
表
第
九
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
九
条

法
別
表
第
九
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
九
条

法
別
表
第
九
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
〜
十
二

略
﹈

﹇
一
〜
十
二

同
上
﹈

十
三

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
若
し
く
は
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
確
認
書
の
受
領
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
確
認
書
の
交

付
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ
る

資
格
確
認
書
の
受
領
、
同
条
第
五
項
（
同
令
第

七
条
の
三
の
二
第
三
項
及
び
第
七
条
の
四
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定

に
よ
る
申
請
の
受
理
若
し
く
は
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
、
又
は
同
令
第
七
条

第
六
項
（
同
令
第
七
条
の
三
の
二
第
三
項
及
び

第
七
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
確
認

十
三

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
若
し
く
は
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
確
認
書
（
行
政
手
続

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
附

則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
十
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
被
保
険

者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
含
む
。）の

受
領
、
同
令
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

格
確
認
書
の
交
付
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
返
還
さ
れ
る
資
格
確
認
書
の
受
領
、
同
条
第

五
項
（
同
令
第
七
条
の
三
の
二
第
三
項
及
び
第

七
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
若
し
く
は

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
、
又

は
同
令
第
七
条
第
六
項
（
同
令
第
七
条
の
三
の

二
第
三
項
及
び
第
七
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
確
認

﹇
十
四
〜
二
十
六

略
﹈

﹇
十
四
〜
二
十
六

同
上
﹈

二
十
七

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七

条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ

る
資
格
確
認
書
の
受
領
又
は
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
通
知

二
十
七

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七

条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
さ
れ

る
資
格
確
認
書
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

（
法
別
表
第
十
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事

務
）

（
法
別
表
第
十
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事

務
）

第
十
四
条

法
別
表
第
十
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
四
条

法
別
表
第
十
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
二

条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
求
め
の
受
付
、
そ
の

求
め
の
形
式
の
確
認
又
は
当
該
求
め
に
係
る
書

面
の
引
渡
し

三

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
二

条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
求
め
の
受
付
、
そ
の

求
め
の
形
式
の
確
認
又
は
当
該
求
め
に
係
る
書

面
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
被

保
険
者
証
を
含
む
。）の
引
渡
し

四

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十

九
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
返
還
さ
れ
る
資
格
確
認
書
の
受
領

四

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十

九
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
返
還
さ
れ
る
資
格
確
認
書
（
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備

等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
附
則
第
十
条

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
た
保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て

返
還
さ
れ
る
被
保
険
者
証
を
含
む
。）の
受
領

﹇
五
〜
十
八

略
﹈

﹇
五
〜
十
八

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

﹇
二
十
八
〜
四
十
六

略
﹈

﹇
二
十
八
〜
四
十
六

同
上
﹈

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
二
百

六
十
号
）
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
保
険
料
を
納
付

し
な
い
場
合
に
お
い
て
返
還
さ
れ
る
被
保
険
者

証
を
含
む
。）の
受
領
又
は
国
民
健
康
保
険
法
施

行
規
則
第
二
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
通
知

令和年月日 月曜日 第号官 報
〇
総
務
省
令
第
百
六
号

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
別
表
第
九
号
及
び
第
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方

独
立
行
政
法
人
法
別
表
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

総
務
大
臣

林

芳
正





規

則

計
算
証
明
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

計
算
証
明
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
会
計
検
査
院
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療

機
構

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療

機
構
法
（
平
成
十
四
年
法

律
第
百
六
十
六
号
）
第
二

十
二
条

同
法
第
十
六
条
第
二
項

（
同
法
附
則
第
五
条
の

二
第
十
七
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。）又

は
第
三
項

共
通
政
令
第
二
十
二
条
第

一
項
本
文
（
独
立
行
政
法

人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行

令
（
平
成
十
五
年
政
令
第

三
百
九
十
三
号
）
附
則
第

五
条
の
二
第
十
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。）

同
法
附
則
第
五
条
の
二

第
八
項

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療

機
構
法
施
行
令
附
則
第
五

条
の
二
第
一
項

別
表
第
二
株
式
会
社
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｊ
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

法

規

的

告

示

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
１

別
表
第
１

１
～
1217

（
略
）

１
～
1217

（
略
）

1218


植
込
み
型
横
隔
神
経
電
気
刺
激
装
置

















（
新
設
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及
び
一

般
医
療
機
器
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二

百
九
十
八
号
）
別
表
第
一
の
１
か
ら
326
ま
で
、
1066
、

1067
、
1069
、
1072
、
1079
、
1083
、
1086
か
ら
1090
ま
で
、
1093
か
ら

1095
ま
で
、
1098
、
1099
、
1101
か
ら
1103
ま
で
、
1107
、
1116
、1118
、

1121
、
1122
、
1126
、
1128
、
1129
、
1131
、
1135
、
1139
、
1143
、
1145
、

1147
、
1156
か
ら
1158
ま
で
、
1160
、
1162
、
1163
、
1172
か
ら
1174
ま

で
、
1178
、
1180
、
1184
、
1185
、
1188
か
ら
1190
ま
で
、
1204
、1206
、

1208
、
1210
、
1214
か
ら
1216
ま
で
及
び
1218
に
掲
げ
る
高
度
管

理
医
療
機
器

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及
び
一

般
医
療
機
器
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二

百
九
十
八
号
）
別
表
第
一
の
１
か
ら
326
ま
で
、
1066
、

1067
、
1069
、
1072
、
1079
、
1083
、
1086
か
ら
1090
ま
で
、
1093
か
ら

1095
ま
で
、
1098
、
1099
、
1101
か
ら
1103
ま
で
、
1107
、
1116
、1118
、

1121
、
1122
、
1126
、
1128
、
1129
、
1131
、
1135
、
1139
、
1143
、
1145
、

1147
、
1156
か
ら
1158
ま
で
、
1160
、
1162
、
1163
、
1172
か
ら
1174
ま

で
、
1178
、
1180
、
1184
、
1185
、
1188
か
ら
1190
ま
で
、
1204
、1206
、

1208
、
1210
、
1214
、
1215
及
び
1216
に
掲
げ
る
高
度
管
理
医
療

機
器

そ
の
他
告
示

令和年月日 月曜日 第号官 報
〇
会
計
検
査
院
規
則
第
六
号

会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
計
算
証
明
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

会
計
検
査
院
長

原
田

祐
平

〇
宮
内
庁
告
示
第
十
四
号

令
和
八
年
新
年
祝
賀
の
儀
を
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

宮
内
庁
長
官

西
村

泰
彦

令
和
八
年
一
月
一
日
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
、
宮
中
に

お
い
て
次
の
よ
う
に
祝
賀
を
お
受
け
に
な
る
。

一

午
前
十
時

皇
嗣
、
皇
嗣
妃
、
親
王
、
親
王
妃
、
内
親
王
及
び

女
王

二

午
前
十
一
時

内
閣
総
理
大
臣
、
国
務
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長
官

及
び
内
閣
法
制
局
長
官
並
び
に
以
上
の
者
の
配
偶
者

衆
議
院
及
び
参
議
院
の
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員

八
十
人
（
特
記
し
た
議
員
を
除
く
。）並
び
に
以
上
の

者
の
配
偶
者

最
高
裁
判
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
、
最
高
裁

判
所
事
務
総
長
及
び
最
高
裁
判
所
事
務
次
長
並
び
に

高
等
裁
判
所
長
官
並
び
に
以
上
の
者
の
配
偶
者

三

午
前
十
一
時
三
十
分

会
計
検
査
院
長
、
検
査
官
、
人
事
院
総
裁
、
人
事

官
、
副
大
臣
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
、
検
事
総

長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会

委
員
長
並
び
に
各
省
庁
の
事
務
次
官
等
で
宮
内
庁
長

官
の
指
定
す
る
者
十
五
人
並
び
に
都
道
府
県
の
知
事

十
二
人
及
び
都
道
府
県
議
会
の
議
長
十
二
人
並
び
に

以
上
の
者
の
配
偶
者

四

午
後
二
時

各
国
の
外
交
使
節
団
の
長
及
び
そ
の
配
偶
者
等

〇

参
列
者
は
、
各
時
刻
の
十
五
分
前
ま
で
に
皇
居
に
参

入
の
こ
と
。

服
装男

子

燕
尾
服
、
紋
付
羽
織
袴
又
は
こ
れ
ら
に
相

当
す
る
制
服
等（
モ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ト
も
可
）

女
子

ロ
ン
グ
ド
レ
ス
、
白
襟
紋
付
又
は
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
制
服
等

勲
章
着
用

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
七
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医

療
機
器
及
び
一
般
医
療
機
器
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
七
年
十
二
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
八
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政

令
第
九
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

の
規
定
に
基
づ
き
特
別
の
注
意
を
要

す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
七
十
三
号

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
地
点
を
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

秋
田
県
湯
沢
市
皆
瀬
字
桁
倉
地
内





次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

一

千
三
百
三
十
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン二

十
五
万
五
百
円

一

千
三
百
三
十
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

二
十
四
万
二
千
七
百
円

二

十
五
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

二
千
八
百
円

二

十
五
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

二
千
七
百
円

三

二
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

三
万
七
千
七
百
円

三

二
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

三
万
六
千
五
百
円

四

三
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

五
万
六
千
五
百
円

四

三
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

五
万
四
千
七
百
円

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
（
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
に
特
許
庁

が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
係
る
手
数

料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関

が
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
16.1
⒜
の
規
定
に
基

づ
き
要
求
す
る
調
査
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
本

邦
通
貨
の
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
際
調
査

機
関
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関

が
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
16.1
⒜
の
規
定
に
基

づ
き
要
求
す
る
調
査
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
本

邦
通
貨
の
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
際
調
査

機
関
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

欧
州
特
許
付
与
に
関
す
る
条
約
第
四
条
に
規

定
す
る
欧
州
特
許
庁

三
十
二
万
三
千
七
百
円

一

欧
州
特
許
付
与
に
関
す
る
条
約
第
四
条
に
規

定
す
る
欧
州
特
許
庁

三
十
一
万
七
千
六
百
円

二

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
知
的
所
有
権
庁

二
十
七
万
二
千
九
百
円

二

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
知
的
所
有
権
庁

二
十
六
万
四
千
円

三

イ
ン
ド
特
許
庁

一
万
六
千
九
百
円
（
個
人

に
あ
つ
て
は
、
四
千
二
百
円
）

三

イ
ン
ド
特
許
庁

一
万
七
千
六
百
円
（
個
人

に
あ
つ
て
は
、
四
千
四
百
円
）

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
に
特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
係
る
手

数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

令和年月日 月曜日 第号官 報

静
岡
地
方
法
務
局
所
属

櫻
井

達
朗

同

名
倉

俊
一

同

伊
藤

秀
道

同

森
田

久
弘

同

山
根

薫

同

梶

智
紀

同

植
木

裕

同

岩
崎

琢
治

同

中
村

雅
人

同

島
村

浩
昭

同

市
原

久
幸

同

鈴
木

敏
宏

甲
府
地
方
法
務
局
所
属

藤
井

理

同

亀
田

雅
子

同

澤
田

潤

長
野
地
方
法
務
局
所
属

田
玉

修
一

同

福
光

洋
子

同

岡
田

治
彦

同

髙
澤

弘
幸

同

福
田

克
則

同

渡
辺

英
樹

同

大
澤

新
一

同

三
宅

義
寛

同

秤
屋

雄
一

新
潟
地
方
法
務
局
所
属

東
方

良
司

同

渡
邉

雅
則

同

大
串

雅
里

同

星
野

辰
守

同

宮
城

安

同

片
山

征

〇
法
務
省
告
示
第
百
四
十
四
号

公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七

条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
公
証
人
に

電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
。

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

法
務
大
臣

平
口

洋

千
葉
地
方
法
務
局
所
属

飯
畑

勝
之

水
戸
地
方
法
務
局
所
属

有
竹

茂
一

同

桂

大
輔

同

石
原

直
弥

同

鈴
木

和
男

同

堀

恩
惠

同

岡
野

典
章

同

菅
原

武
志

宇
都
宮
地
方
法
務
局
所
属

野
崎

昌
利

同

岩
坂

敏
光

同

石
原

誠
二

同

和
久
本
圭
介

同

古
谷

剛
司

前
橋
地
方
法
務
局
所
属

吉
田

幸
久

同

堀
内

龍
也

同

中
崎

俊
彦

同

鈴
木

朗

同

中
山

敏
之

同

大
谷

勝
好

同

綿
谷

修

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
八
百
十
一
号

農
山
漁
村
滞
在
型
余
暇
活
動
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
二

十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
財
団
法
人
都
市
農
山
漁

村
交
流
活
性
化
機
構
か
ら
登
録
実
施
事
務
の
廃
止
を
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
三
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日農

林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

一

廃
止
し
よ
う
と
す
る
登
録
実
施
事
務
の
範
囲

登
録
実
施
事
務
の
全
て

二

廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
一
日

三

廃
止
の
理
由

本
法
人
の
公
益
目
的
支
出
計
画
の
終
了
日
で
あ
る
令

和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に
向
け
、
同
計
画
の
継
続
事

業
を
順
次
縮
小
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
継
続
事
業
に
含

ま
れ
る
登
録
実
施
機
関
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
登
録
実

施
機
関
の
登
録
期
間
が
満
了
す
る
令
和
七
年
十
一
月
三

十
日
に
合
わ
せ
て
廃
止
す
る
た
め
。

〇
特
許
庁
告
示
第
九
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
七
十
九
条
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
八
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
三
年
特
許
庁
告
示
第
二
号
（
国

際
事
務
局
に
対
す
る
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
定
め
る
件
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

特
許
庁
長
官

河
西

康
之

〇
特
許
庁
告
示
第
十
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
年
特
許
庁
告
示
第
二
号
（
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関

に
対
す
る
調
査
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

特
許
庁
長
官

河
西

康
之

〇
財
務
省
告
示
第
三
百
六
号

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
附
則
第
四
十
七
条
第
四
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
同
法
附
則
第
五
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
企
業
年
金
基
金
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
九

年
八
月
財
務
省
告
示
第
二
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

第
一
号
中
「
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
企
業
年
金
基
金
」
を

「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
企
業
年
金
基
金
」
に
改
め
、
第
二
号
及
び
第
三

号
中
「
東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
二
番
二
号
」
を

「
東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
三
丁
目
六
番
二
号
」
に
改
め

る
。





一

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

西
沢

二

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

長
野
県
伊
那
市
高
遠
町
長
藤
の
区
域
内
の
土
地
の
う

ち
、
次
の
一
点
か
ら
十
四
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及

び
一
点
と
十
四
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区

域

点
北
緯

東
経

１
35
50
567795

138
04
170553

２
35
50
558158

138
04
165423

３
35
50
560528

138
04
155845

４
35
50
571551

138
04
138824

５
35
50
579871

138
04
138522

６
35
50
584134

138
04
159373

７
35
51
019909

138
04
174278

８
35
51
019574

138
04
191146

９
35
51
013041

138
04
190909

10
35
51
007420

138
04
191065

11
35
51
003637

138
04
191006

12
35
51
002865

138
04
190882

13
35
51
002656

138
04
182330

14
35
50
575059

138
04
169035

点
北
緯

東
経

一

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

六
角
堂
一
号
沢

二

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

栃
木
県
栃
木
市
平
井
町
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、

次
の
一
点
か
ら
二
十
二
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

一
点
と
二
十
二
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区

域１
36
21
465530

139
41
554248

２
36
21
464744

139
41
555115

３
36
21
456160

139
41
554516

４
36
21
452615

139
41
553866

５
36
21
446138

139
41
553373

６
36
21
439617

139
41
553842

７
36
21
435561

139
41
552674

８
36
21
430944

139
41
552732

９
36
21
431649

139
41
563163

10
36
21
427188

139
41
565633

11
36
21
420973

139
41
565703

12
36
21
417967

139
41
564502

13
36
21
411843

139
41
558614

14
36
21
407457

139
41
551112

15
36
21
400821

139
41
543074

16
36
21
412394

139
41
538993

17
36
21
421188

139
41
540747

18
36
21
427058

139
41
549362

19
36
21
429579

139
41
549799

20
36
21
433299

139
41
549864

21
36
21
451458

139
41
550733

22
36
21
464241

139
41
552008

点
北
緯

東
経

一

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

秋
山
沢

二

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

宮
城
県
刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
の
区
域
内
の
土

地
の
う
ち
、
次
の
一
点
か
ら
十
三
点
ま
で
を
順
次
結
ん

だ
線
、
十
三
点
と
十
四
点
を
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告

示
第
九
百
四
十
八
号
で
指
定
し
た
同
号
十
一
に
掲
げ
る

土
地
の
境
界
線
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
、
十
四
点
か
ら
三

十
七
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
三
十
七
点

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

１
38
05
597866

140
32
460777

２
38
06
002792

140
32
448939

３
38
06
007498

140
32
438878

４
38
06
012859

140
32
426852

５
38
06
024846

140
32
419916

６
38
06
037774

140
32
384846

７
38
06
036997

140
32
351158

８
38
06
041877

140
32
343826

９
38
06
044411

140
32
340119

10
38
06
049992

140
32
322678

11
38
06
053571

140
32
319160

12
38
06
053133

140
32
315364

13
38
06
050086

140
32
312054

令和年月日 月曜日 第号官 報
〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
十
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
と

と
も
に
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土

地
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
か
ら
砂
防
設
備
工
事
を
施
行

す
る
の
で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三

百
八
十
二
号
）
第
一
条
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日国

土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

一

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

水
無
沢

二

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
五
十
三

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
五
十
三
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

栃
木
県
日
光
市
細
尾
町

字
七
郎
四
畑
国
有
林

六
一
五
林
班

れ
小
班

一
号
か
ら
十
九

号
ま
で

六
九
九
番
六

二
十
号
か
ら
三

十
号
ま
で
及
び

四
十
三
号
か
ら

四
十
五
号
ま
で

六
九
九
番
四

三
十
一
号
か
ら

三
十
五
号
ま
で

及
び
四
十
号
か

ら
四
十
二
号
ま

で

七
〇
三
番
六

三
十
六
号
か
ら

三
十
九
号
ま
で

六
九
九
番
一
五

四
十
六
号
か
ら

五
十
三
号
ま
で

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
十
一
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
と

と
も
に
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土

地
に
お
い
て
、
令
和
十
二
年
度
か
ら
砂
防
設
備
工
事
を
施

行
す
る
の
で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第

三
百
八
十
二
号
）
第
一
条
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日国

土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
十
二
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日国

土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
十
三
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日国

土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

一

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

鳴
谷
川
支
流

二

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
三
十
四

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
三
十
四
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

滋
賀
県
東
近
江
市
上
平
木
町

字
鳴
谷

二
〇
四
九
番
一

一
号

二
〇
五
八
番

三
号

二
〇
三
〇
番
一

四
号
か
ら
七
号
ま
で

二
〇
四
八
番

二
十
九
号
か
ら
三
十
二

号
ま
で

二
〇
四
五
番

三
十
三
号
及
び
三
十
四

号

字
東
山

二
〇
一
八
番
一
七

二
号
、
八
号
か
ら
十
二

号
ま
で
、
二
十
五
号
及

び
二
十
六
号

二
〇
一
八
番
一
六

十
三
号
、
二
十
二
号
か

ら
二
十
四
号
ま
で

二
〇
一
八
番
一

十
四
号
か
ら
二
十
一
号

ま
で

二
〇
四
七
番

二
十
七
号
及
び
二
十
八

号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
十
四
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日国

土
交
通
大
臣

金
子

恭
之





14 3806074893 14032269988

15 3806074549 14032283831

16 3806068816 14032307266

17 3806059011 14032317301

18 3806057271 14032320200

19 3806055234 14032327789

20 3806053536 14032341995

21 3806053962 14032367002

22 3806052072 14032376104

23 3806051501 14032382585

24 3806050397 14032386684

25 3806047040 14032394329

26 3806023189 14032445880

27 3806023557 14032449534

28 3806026208 14032453223

29 3806028029 14032453866

30 3806033954 14032454594

31 3806035215 14032452326

32 3806037758 14032452306

33 3806038690 14032453643

34 3806045416 14032452625

35 3806045862 14032456420

36 3806009706 14032458705

37 3806009095 14032460348

点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

北 山 近 川

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

山 口 県 光 市 上 島 田 三 丁 目 及 び 同 市 大 字 島 田 の

区 域 内 の 土 地 の う ち 、 次 の 一 点 か ら 十 五 点 ま で

を 順 次 結 ん だ 線 及 び 一 点 と 十 五 点 を 結 ん だ 線 に

囲 ま れ た 土 地 の 区 域

１ 3359123819 13157397001

２ 3359114825 13157412395

３ 3359102605 13157412180

４ 3359101084 13157424726

５ 3359104817 13157438516

６ 3359102582 13157443185

７ 3359081080 13157449256

８ 3359078557 13157447515

９ 3359079081 13157429153

10 3359082642 13157421715

11 3359094477 13157419016

12 3359097782 13157405689

13 3359106762 13157407160

14 3359115448 13157401316

15 3359121556 13157393548

点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

大 木 沢

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

長 野 県 伊 那 市 高 遠 町 長 藤 の 区 域 内 の 土 地 の う

ち 、 次 の 一 点 か ら 十 一 点 ま で を 順 次 結 ん だ 線 及

び 一 点 と 十 一 点 を 結 ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区

域

１ 3550477830 13804200327

２ 3550476386 13804190523

３ 3550466718 13804189132

４ 3550464883 13804183595

５ 3550468353 13804160066

６ 3550472851 13804157781

７ 3550483198 13804167405

８ 3550490352 13804179591

９ 3550483122 13804187818

10 3550479491 13804188982

11 3550480999 13804199346

点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

小 嵐 川

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

長 野 県 飯 田 市 南 信 濃 八 重 河 内 の 区 域 内 の 土 地

の う ち 、 次 の 一 点 か ら 六 点 ま で を 順 次 結 ん だ 線

及 び 一 点 と 六 点 を 昭 和 六 十 三 年 建 設 省 告 示 第 千

八 百 三 十 号 及 び 平 成 二 十 八 年 国 土 交 通 省 告 示 第

千 三 百 五 十 三 号 で 指 定 し た 小 嵐 川 に 掲 げ る 土 地

の 境 界 に 沿 っ て 結 ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域

１ 3516266080 13754526829

２ 3516301709 13754537541

３ 3516303476 13754547535

４ 3516214647 13754549335

５ 3516154978 13754500084

６ 3516116951 13754491140

令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 千 三 十 五 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 二 月 一 日
国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 千 三 十 六 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る と

と も に 、 同 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 当 該 土

地 に お い て 、 令 和 九 年 度 か ら 砂 防 設 備 工 事 を 施 行

す る の で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三

百 八 十 二 号 ） 第 一 条 及 び 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 二 月 一 日
国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 千 三 十 七 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る と

と も に 、 同 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 当 該 土

地 に お い て 、 令 和 九 年 度 か ら 砂 防 設 備 工 事 を 施 行

す る の で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三

百 八 十 二 号 ） 第 一 条 及 び 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 二 月 一 日
国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

〇 観 光 庁 告 示 第 十 三 号

旅 行 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 九 号 ） 第 十 二 条 の 十 九 の 規 定 に 基 づ き 、 Ｊ Ｍ Ｔ Ｓ 株 式 会 社

（ 登 録 研 修 機 関 第 六 十 八 号 ） か ら 研 修 業 務 を 廃 止 す る 届 出 が あ っ た の で 、 同 法 第 十 二 条 の 二 十 八 第 三

号 の 規 定 に よ り 次 の と お り 公 示 す る 。

令 和 七 年 十 二 月 一 日 観 光 庁 長 官 村 田 茂 樹

一 廃 止 し よ う と す る 研 修 業 務 の 範 囲 全 て の 研 修 業 務

二 研 修 業 務 を 廃 止 し よ う と す る 日 令 和 七 年 十 一 月 二 十 四 日

三 研 修 業 務 を 廃 止 し よ う と す る 理 由 今 後 の 旅 程 管 理 研 修 業 務 の 開 催 を 見 込 ん で い な い た め

〇 環 境 省 告 示 第 八 十 九 号

温 泉 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ） 第 二 十 九 条 の 規 定 に 基 づ き 、「 国 民 保 養 温 泉 地 ニ セ コ 温

泉 郷 」 の 地 域 を 変 更 し た の で 、 温 泉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 三 年 厚 生 省 令 第 三 十 五 号 ） 第 二 十 条 の 規 定

に よ り 、 変 更 後 の 当 該 地 域 を 次 の と お り 公 示 す る 。

変 更 後 の 地 域 を 表 示 し た 図 面 は 、 環 境 省 、 北 海 道 庁 、 蘭 越 町 役 場 及 び ニ セ コ 町 役 場 に 備 え 付 け て 供

覧 す る 。
令 和 七 年 十 二 月 一 日 環 境 大 臣 石 原 宏 高

地 域 名 称

北 海 道 磯 谷 郡 蘭 越 町 の 一 部 及 び 虻 田 郡 ニ セ コ

町 の 一 部

国 民 保 養 温 泉 地 ニ セ コ 温 泉 郷





別
表
の
指
定
番
号
一
の
項
、
確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

本
店

広
島
県
広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
一
丁
目
三
番
三
十
二
号

ロ

山
陰
支
店

島
根
県
松
江
市
袖
師
町
二
番
三
十
八
号

ハ

山
陰
支
店

出
雲
出
張
所

島
根
県
出
雲
市
駅
南
町
三
丁
目
十
三
番
四
号

ニ

岡
山
支
店

岡
山
県
岡
山
市
北
区
厚
生
町
三
丁
目
一
番
十
五
号

ホ

山
口
支
店

山
口
県
山
口
市
小
郡
下
郷
三
千
百
五
十
一
番
地
一

ヘ

米
子
支
店

鳥
取
県
米
子
市
加
茂
町
二
丁
目
二
百
四
番
地

ト

周
南
支
店

山
口
県
周
南
市
岐
山
通
二
丁
目
十
六
番
地

チ

広
島
支
店

広
島
県
広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
一
丁
目
三
番
三
十
二
号

リ

福
山
支
店

広
島
県
福
山
市
入
船
町
一
丁
目
五
番
二
十
二
号

国
会
事
項

令和年月日 月曜日 第号官 報
〇
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
八
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五

年
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
号
の
一
部
を
令
和
七
年
十
二
月
一
日
付
け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
告

示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

中
国
地
方
整
備
局
長

杉
中

洋
一

〇
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
百
二
十
九
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

九
州
地
方
整
備
局
長

垣
下

禎
裕

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

三
十
四
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

諫
早
市
下
大
渡
野
町
八
三
番
四
か
ら
同
市
西
栄
田
町
七
五
六

番
四
ま
で

前後

三
七
二
〇
〜
一
〇
四
八
二

二
一
一
七
〜

七
九
七
八

一
・
七
〇
六

一
・
七
〇
六

図
面
縦
覧
場
所

九
州
地
方
整
備
局
及
び
同
局
長
崎
河
川
国
道
事
務
所

〇
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
百
三
十
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

九
州
地
方
整
備
局
長

垣
下

禎
裕

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図
面
縦
覧
場
所

十

号

霧
島
市
隼
人
町
住
吉
字
龍
波
見
一
九
一
四
番
か
ら
同
市
隼
人
町
眞

孝
字
中
道
一
三
五
一
番
一
ま
で

九
州
地
方
整
備
局
及
び
同
局
鹿

児
島
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日

令
和
七
年
十
二
月
一
日

衆

議

院

衆
議
院
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

衆
議
院
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
は
、
十
一
月
二

十
七
日
次
の
と
お
り
議
決
さ
れ
た
。

衆
議
院
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

衆
議
院
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

九
十
二
条
中
「
四
十
人
」
を「
三
十
六
人
」に
、「
四

十
五
人
」
を
「
四
十
一
人
」
に
改
め
る
。

第
二
条

衆
議
院
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

九
十
二
条
中
「
三
十
六
人
」
を
「
三
十
五
人
」に
、

「
四
十
一
人
」
を
「
四
十
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
中
第
一
条
の
規
定
は
第
二
百
二
十
回
国
会
の

召
集
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
こ
の
規
則
の
議
決
の

日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
総

選
挙
の
後
初
め
て
召
集
さ
れ
る
国
会
の
召
集
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

議
決
通
知

十
一
月
二
十
七
日
本
院
は
食
品
安
全
委
員
会
委
員
に
春

日
文
子
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
旨
内
閣
に
通
知
し

た
。又

同
日
本
院
は
個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
に
藤
村
明

子
、
木
田
俊
昭
、
藤
井
英
治
及
び
新
保
史
生
を
任
命
す
る

こ
と
に
同
意
し
た
旨
内
閣
に
通
知
し
た
。

又
同
日
本
院
は
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員
長
に
中

原
亮
一
を
、
同
委
員
に
加
藤
さ
ゆ
り
及
び
橋
本
尚
を
任
命

す
る
こ
と
に
同
意
し
た
旨
内
閣
に
通
知
し
た
。

又
同
日
本
院
は
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
委
員
に
笠

井
之
彦
、
三
尾
美
枝
子
、
小
塚
荘
一
郎
、
中
條
祐
介
及
び

前
原
賀
代
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
旨
内
閣
に
通
知

し
た
。

又
同
日
本
院
は
電
波
監
理
審
議
会
委
員
に
大
久
保
哲
夫

を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
旨
内
閣
に
通
知
し
た
。

又
同
日
本
院
は
日
本
放
送
協
会
経
営
委
員
会
委
員
に
岩

井
睦
雄
、
前
田
香
織
及
び

原
陽
子
を
任
命
す
る
こ
と
に

同
意
し
た
旨
内
閣
に
通
知
し
た
。

又
同
日
本
院
は
中
央
更
生
保
護
審
査
会
委
員
に
久
保
美

紀
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
旨
内
閣
に
通
知
し
た
。

又
同
日
本
院
は
運
輸
審
議
会
委
員
に
堀
川
義
弘
及
び
大

石
美
奈
子
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
旨
内
閣
に
通
知

し
た
。

又
同
日
本
院
は
運
輸
安
全
委
員
会
委
員
に
堂
園
正
人
、

古
川
敦
、
大
野
寛
之
、
鈴
木
美
緒
及
び
新
妻
実
保
子
を
任

命
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
旨
内
閣
に
通
知
し
た
。

又
同
日
本
院
は
公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
委
員

に
星
景
子
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
旨
内
閣
に
通
知

し
た
。

議
案
提
出

十
一
月
二
十
七
日
委
員
長
か
ら
提
出
し
た
議
案
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

衆
議
院
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
（
議
院
運
営

委
員
長
提
出
）

議
案
送
付

十
一
月
二
十
七
日
参
議
院
に
送
付
し
た
本
院
提
出
案
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

愛
知
・
名
古
屋
ア
ジ
ア
競
技
大
会
及
び
愛
知
・
名
古
屋

ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

又
同
日
参
議
院
に
送
付
し
た
内
閣
提
出
案
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

気
象
業
務
法
及
び
水
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
二
百
十
七

回
国
会
内
閣
提
出
、
本
院
継
続
審
査
）

参

議

院

議
事
日
程

十
一
月
二
十
八
日
の
議
事
日
程
は
次
の
と
お
り
。

議
事
日
程

第
五
号

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）

午
前
十
時
開
議

第
一

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災

者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
議
院
提
出
）

議
案
提
出

十
一
月
二
十
七
日
衆
議
院
か
ら
次
の
議
案
が
提
出
さ
れ

た
。愛

知
・
名
古
屋
ア
ジ
ア
競
技
大
会
及
び
愛
知
・
名
古
屋

ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
衆

第
五
号
）

議
案
受
領

十
一
月
二
十
七
日
衆
議
院
か
ら
次
の
内
閣
提
出
案
を
受

領
し
た
。

気
象
業
務
法
及
び
水
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
四
号
）

ま
た
、
同
日
衆
議
院
か
ら
、
同
院
に
お
い
て
修
正
議
決

し
た
次
の
内
閣
提
出
案
を
受
領
し
た
。

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
二
百
十
七

回
国
会
閣
法
第
二
一
号
、
衆
議
院
継
続
審
査
）

議
案
受
領
（
予
備
審
査
）

十
一
月
二
十
七
日
衆
議
院
か
ら
次
の
議
案
が
送
付
さ
れ

た
。愛

知
・
名
古
屋
ア
ジ
ア
競
技
大
会
及
び
愛
知
・
名
古
屋

ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
文

部
科
学
委
員
長
提
出
）（
衆
第
五
号
）

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
係
る
態
勢
の
整
備
の
推
進
に
関

す
る
法
律
案
（
橋
本
幹
彦
外
一
名
提
出
）（
衆
第
六
号
）





人
事
異
動

皇
室
事
項

令和年月日 月曜日 第号官 報
議
案
送
付
（
予
備
審
査
）

十
一
月
二
十
七
日
議
長
は
、
次
の
議
員
提
出
案
を
衆
議

院
に
送
付
し
た
。

防
諜
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
（
神
谷

宗
幣
外
四
名
発
議
）

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
重
要
経
済
安
保

情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
（
神
谷
宗
幣
外
四
名
発
議
）

質
問
主
意
書
提
出

十
一
月
二
十
七
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出

さ
れ
た
。

高
市
内
閣
総
理
大
臣
の
所
信
表
明
演
説
に
お
け
る
「
基

地
負
担
軽
減
」
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
高
良
沙

哉
提
出
）（
第
五
四
号
）

辺
野
古
新
基
地
の
建
設
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
高
良
沙
哉
提
出
）（
第
五
五
号
）

高
市
内
閣
総
理
大
臣
の
所
信
表
明
演
説
に
お
け
る
「
強

い
沖
縄
経
済
」
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
高
良
沙

哉
提
出
）（
第
五
六
号
）

報
告
書
提
出

十
一
月
二
十
七
日
委
員
長
か
ら
次
の
報
告
書
を
提
出
し

た
。租

税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に

係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
二
百
十
八
回
国
会
衆
第
一

号
）
審
査
報
告
書

内

閣

（
総
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
行
政

評
価
局
担
当
））総
務
事
務
官

原
嶋

清
次

（
総
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
税
務

担
当
））同

福
田

毅

（
財
務
省
大
臣
官
房
参
事
官
（
大
臣

官
房
担
当
））財
務
事
務
官

上
田

淳
二

（
財
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
主
税

局
担
当
））同

植
松

利
夫

（
財
務
省
主
計
局
次
長
）
同

吉
沢
浩
二
郎

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長

官
補
付
））に
併
任
す
る
（
各
通
）

（
総
務
省
行
政
評
価
局
政
策
評
価
課

長
）
総
務
事
務
官

黒
田

忠
司

（
総
務
省
自
治
税
務
局
企
画
課
長
）

同

市
川

靖
之

（
総
務
省
自
治
税
務
局
都
道
府
県
税

課
長
）
同

水
野

敦
志

（
総
務
省
自
治
税
務
局
市
町
村
税
課

長
）
同

福
冨

茂

（
総
務
省
自
治
税
務
局
固
定
資
産
税

課
長
）
同

奥
田

隆
則

（
財
務
省
大
臣
官
房
総
合
政
策
課
長
）

財
務
事
務
官

坂
本

成
範

（
財
務
省
主
計
局
法
規
課
長
）
同

原
田

浩
気

（
財
務
省
主
計
局
主
計
官
（
内
閣
総

括
係
、
内
閣
第
一
係
、
内
閣
第
二

係
、
デ
ジ
タ
ル
係
、
復
興
係
、
外

務
係
、
経
済
協
力
第
一
係
、
経
済

協
力
第
二
係
担
当
））同

山
本

庸
介

（
財
務
省
主
計
局
主
計
官
（
司
法
・

警
察
係
、
経
済
産
業
第
一
係
、
経

済
産
業
第
二
係
、
経
済
産
業
第
三

係
、
環
境
第
一
係
、
環
境
第
二
係

担
当
））同

内
藤
景
一
朗

（
財
務
省
主
計
局
主
計
官
（
総
務
第

一
係
、
総
務
第
二
係
、
地
方
財
政

係
、
財
務
第
一
係
、
財
務
第
二
係

担
当
））同

末
光

大
毅

（
財
務
省
主
計
局
主
計
官
（
文
部
科

学
第
一
係
、
文
部
科
学
第
二
係
、

文
部
科
学
第
三
係
、
文
部
科
学
第

四
係
、
文
部
科
学
第
五
係
担
当
））

同

河
本

光
博

（
財
務
省
主
計
局
主
計
官
（
厚
生
労

働
総
括
係
、
厚
生
労
働
第
一
係
、

厚
生
労
働
第
二
係
、
厚
生
労
働
第

三
係
、
厚
生
労
働
第
四
係
、
厚
生

労
働
第
五
係
、厚
生
労
働
第
六
係
、

厚
生
労
働
第
七
係
、
こ
ど
も
家
庭

係
担
当
））同

大
来

志
郎

（
財
務
省
主
計
局
主
計
官
（
農
林
水

産
第
一
係
、
農
林
水
産
第
二
係
、

農
林
水
産
第
三
係
、
農
林
水
産
第

四
係
担
当
））同

宮
下

賢
章

（
財
務
省
主
計
局
主
計
官
（
国
土
交

通
第
一
係
、
国
土
交
通
第
二
係
、

国
土
交
通
第
三
係
、
国
土
交
通
第

四
係
、
国
土
交
通
第
五
係
、
国
土

交
通
第
六
係
、
公
共
事
業
総
括
第

一
係
、
公
共
事
業
総
括
第
二
係
担

当
））同

山
川

清
徳

（
財
務
省
主
計
局
主
計
官
（
防
衛
第

一
係
、
防
衛
第
二
係
、
防
衛
第
三

係
担
当
））同

馬
場

啓
明

（
財
務
省
主
税
局
総
務
課
主
税
企
画

官
）
同

木
原

健
史

（
財
務
省
主
税
局
調
査
課
長
）
同

仲

信
祐

（
財
務
省
主
税
局
税
制
第
一
課
長
）

同

田
中

勇
人

（
財
務
省
主
税
局
税
制
第
二
課
長
）

同

片
山
健
太
郎

（
財
務
省
主
税
局
税
制
第
三
課
長
）

同

佐
藤

隆
夫

（
財
務
省
主
税
局
参
事
官
付
国
際
租

税
総
合
調
整
官
）
同

宇
多
村
哲
也

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長

官
補
付
））に
併
任
す
る（
各
通
）（
以
上
十
一
月
二
十
五
日
）

内

閣

府

小
原

成
朗

金
融
審
議
会
委
員
に
任
命
す
る
（
十
一
月
二
十
八
日
）

東

京

都

〇
公
安
委
員
会
委
員
再
任

瀨
道
明
委
員
及
び
木
村
光
江
委
員
は
、
十
月
二
十
日

再
任
さ
れ
た
。

〇
人
事
委
員
会
委
員
任
命

山
極
清
子
委
員
は
、
十
月
二
十
七
日
任
期
満
了
し
、
十

月
二
十
八
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

人
事
委
員
会
委
員

名
執

雅
子

新

潟

県

〇
教
育
委
員
会
委
員
任
命

三
井
田
由
香
委
員
は
、
十
月
十
七
日
任
期
満
了
し
、
欠

員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
同
月
二
十
一
日
次
の
者
が
任
命
さ

れ
た
。

教
育
委
員
会
委
員

三
井
田
由
香

石

川

県

〇
教
育
委
員
会
委
員
再
任

新
家
久
司
委
員
は
、
十
月
八
日
再
任
さ
れ
た
。

〇
人
事
委
員
会
委
員
再
任

持
木
一
茂
委
員
は
、
十
月
八
日
再
任
さ
れ
た
。

〇
収
用
委
員
会
委
員
再
任

永
井
隆
一
委
員
及
び
武
田
昭
男
委
員
は
、
十
月
十
一
日

再
任
さ
れ
た
。

愛

知

県

〇
教
育
委
員
会
委
員
任
命

河
野
明
日
香
委
員
は
、
十
月
二
十
日
任
期
満
了
し
、
同

月
二
十
一
日
次
の
者
が
任
命
さ
れ
た
。

教
育
委
員
会
委
員

高
綱

睦
美

福

岡

県

新

旧

辞
職

（
副
知
事
）

大
曲

昭
恵

（
十
月
十
六
日
）

副
知
事

上
田

哲
子

（
十
月
十
七
日
）

横

浜

市

新

旧

辞
職

（
副
市
長
）

大
久
保
智
子

（
十
月
三
十
一
日
）

副
市
長

鈴
木

和
宏

建
築
局
長

職
員

清
田

伯
人

都
市
整
備
局
長

（
建
築
局
長
）

樹
岡
龍
太
郎

（
以
上
十
一
月
一
日
）

川

崎

市

〇
人
事
委
員
会
委
員
選
任

瀧
峠
雅
介
委
員
は
、
十
月
十
四
日
任
期
満
了
し
、
同
月

十
五
日
次
の
者
が
選
任
さ
れ
た
。

人
事
委
員
会
委
員

向
坂

光
浩

広

島

市

〇
人
事
委
員
会
委
員
選
任

飯
田
恭
示
委
員
は
、
十
月
十
六
日
任
期
満
了
し
、
同
月

十
七
日
次
の
者
が
選
任
さ
れ
た
。

人
事
委
員
会
委
員

飯
岡

久
美

信
任
状
捧
呈
式

十
一
月
二
十
七
日
午
前
十
時
三
十
分
、宮
中
に
お
い
て
、

新
任
本
邦
駐
在
ヨ
ル
ダ
ン
特
命
全
権
大
使
ナ
ー
セ
ル
・

シ
ュ
ラ
イ
デ
の
信
任
状
捧
呈
式
を
行
わ
れ
た
。

十
一
月
二
十
七
日
午
前
十
一
時
、
宮
中
に
お
い
て
、
新

任
本
邦
駐
在
パ
キ
ス
タ
ン
特
命
全
権
大
使
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・

ハ
ミ
ー
ド
の
信
任
状
捧
呈
式
を
行
わ
れ
た
。

御
祝
電

天
皇
陛
下
は
、
ア
ル
バ
ニ
ア
の
国
祭
日
に
つ
き
、
十
一

月
二
十
七
日
同
国
大
統
領
閣
下
へ
御
祝
電
を
発
せ
ら
れ

た
。天

皇
陛
下
は
、モ
ー
リ
タ
ニ
ア
の
独
立
記
念
日
に
つ
き
、

十
一
月
二
十
七
日
同
国
大
統
領
閣
下
へ
御
祝
電
を
発
せ
ら

れ
た
。

天
皇
陛
下
は
、東
テ
ィ
モ
ー
ル
の
独
立
宣
言
日
に
つ
き
、

十
一
月
二
十
七
日
同
国
大
統
領
閣
下
へ
御
祝
電
を
発
せ
ら

れ
た
。





官

庁

報

告

委
任
を
受
け
る
機
関

委
任
す
る
権
限
又
は
事
務

住
宅
局
長

法
第
３
章
（
第
７
条
第
１
項
を
除
く
。）及
び
第
４
章
の
規
定
に
基

づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
又
は
事
務
（
国
土
交
通
省
の
所
管
す

る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳

入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
４
年
国
土
交
通
省

令
第
85号

）
別
表
の
１
項
に
掲
げ
る
歳
入
等
に
係
る
も
の
に
限

る
。）

大
臣
官
房
会
計
課
長

法
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
又
は

事
務
（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を

利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
令
和
４
年
国
土
交
通
省
令
第
85号
）
別
表
の
１
項
に
掲
げ

る
歳
入
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

名

称

事
務
所
の
所
在
地

指
定
を
し
た
日

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

令
和
七
年
十
二
月
一
日

名

称

所

在

地

歳
入
等
の
種
類

指
定
を
し
た
日

納
付
開
始
日

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ

デ
ー
タ

東
京
都
江
東
区
豊

洲
三
丁
目
３
番
３

号

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る

法
令
に
係
る
情
報
通
信
技

術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ

る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
別

表
第
一
項
イ
及
び
ロ
に
規

定
す
る
歳
入
等

令
和
七
年
十
二
月

一
日

令
和
七
年
十
二
月

一
日

令和年月日 月曜日 第号官 報

官

庁

事

項

情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
又
は

事
務
に
つ
い
て
委
任
を
行
う
こ
と
と
し
た
件

情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律（
令
和
４
年
法
律
第
39号
。以
下「
法
」

と
い
う
。）第
13条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
権
限
又
は
事
務
を
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に

委
任
す
る
こ
と
と
し
、
委
任
の
効
力
の
発
生
す
る
日
を
令
和
７
年
12月
１
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
情
報
通
信
技

術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
４
年
政
令
第
254号

）
第
２
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
７
年
12
月
１
日

国
土
交
通
大
臣
金
子
恭
之

登
録
免
許
税
法
に
規
定
す
る
納
付
受
託
者
の
指
定

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
納
付
受
託
者
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定

情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
四
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
五
号
）
第
四
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
歳
入
等
を
納
付
す
る
場
合
の
当
該
指
定
納
付
受

託
者
に
限
る
。）を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

国
土
交
通
省
住
宅
局
長

宿
本

尚
吾

油
濁
防
止
管
理
者
養
成
講
習
の
実
施
に
つ
い
て

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
）
第
十

条
に
規
定
す
る
油
濁
防
止
管
理
者
を
養
成
す
る
講
習
と
し

て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な

事
項
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

北
海
道
運
輸
局
長

井
上

健
二

東
北
運
輸
局
長

吉
田

昭
二

関
東
運
輸
局
長

藤
田

礼
子

北
陸
信
越
運
輸
局
長

佐
橋

真
人

一

講
習
を
実
施
す
る
日
時

オ
ン
ラ
イ
ン
講
習

令
和
八
年
一
月
一
日
（
木
）
か

ら
一
月
二
十
六
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で

筆
記
試
験

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
（
火
）

午

後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

二

筆
記
試
験
を
実
施
す
る
場
所

関
東
運
輸
局

十
六
階
会
議
室

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
北
仲
通
五
丁
目
五
十
七
番
地

横
浜
第
二
合
同
庁
舎

三

講
習
の
対
象
者

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
海
技

免
許
（
海
技
士
（
通
信
）
及
び
海
技
士
（
電
子
通
信
）

の
資
格
に
つ
い
て
の
海
技
免
許
を
除
く
。）を
受
け
て
い

る
者
又
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船

舶
職
員
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
て
い
る

者
で
あ
っ
て
、
本
講
習
の
受
講
を
希
望
す
る
者

四

受
講
申
請
の
手
続
等

受
講
希
望
者
は
、受
講
申
請
書
を
、関
東
運
輸
局
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
掲
載
の
「
令
和
七
年
度
油

濁
防
止
管
理
者
養
成
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
」
か
ら
申

し
込
み
用
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
令
和
七
年
十
二
月

一
日
（
月
）
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
（
木
）

ま
で
に
受
講
申
し
込
み
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
受
講
申
請
者

の
数
が
会
場
の
収
容
能
力
を
上
回
る
場
合
に
は
、
受
講

者
を
制
限
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

五

講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号

二
三
一

八
四
三
三

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
北
仲
通
五
丁
目
五
十
七
番
地

横
浜
第
二
合
同
庁
舎

関
東
運
輸
局
海
上
安
全
環
境
部
船
舶
安
全
環
境
課

電
話
番
号

〇
四
五

二
一
一

七
二
二
一

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
）
第
十

条
に
規
定
す
る
油
濁
防
止
管
理
者
を
養
成
す
る
講
習
と
し

て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な

事
項
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日中

部
運
輸
局
長

中
村

広
樹

近
畿
運
輸
局
長

服
部

真
樹

中
国
運
輸
局
長

金
子

修
久

四
国
運
輸
局
長

田
村

顕
洋

九
州
運
輸
局
長

日
向

弘
基

神
戸
運
輸
監
理
部
長

峰
本

健
正

沖
縄
総
合
事
務
局
長

小
八
木
大
成

一

講
習
を
実
施
す
る
日
時

オ
ン
ラ
イ
ン
講
習

令
和
八
年
一
月
一
日
（
木
）
か

ら
一
月
二
十
六
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で

筆
記
試
験

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
（
火
）

午

後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

二

筆
記
試
験
を
実
施
す
る
場
所

近
畿
運
輸
局

十
階
海
技
試
験
室

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
大
手
前
四
丁
目
一
番
七
十
六

号

大
阪
合
同
庁
舎
第
四
号
館

三

講
習
の
対
象
者

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
海
技

免
許
（
海
技
士
（
通
信
）
及
び
海
技
士
（
電
子
通
信
）

の
資
格
に
つ
い
て
の
海
技
免
許
を
除
く
。）を
受
け
て
い

る
者
又
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船

舶
職
員
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
て
い
る

者
で
あ
っ
て
、
本
講
習
の
受
講
を
希
望
す
る
者

四

受
講
申
請
の
手
続
等

受
講
希
望
者
は
、近
畿
運
輸
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
お

知
ら
せ
」
に
掲
載
の
「
令
和
七
年
度
油
濁
防
止
管
理
者

養
成
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
」
か
ら
申
し
込
み
用
ペ
ー

ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
（
月
）
か

ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
（
木
）
ま
で
に
受
講
申

し
込
み
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
受
講
申
請
者

の
数
が
会
場
の
収
容
能
力
を
上
回
る
場
合
に
は
、
受
講

者
を
制
限
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

五

講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号

五
四
〇

八
五
五
八

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
大
手
前
四
丁
目
一
番
七
十
六

号

大
阪
合
同
庁
舎
第
四
号
館

近
畿
運
輸
局
海
上
安
全
環
境
部
船
舶
安
全
環
境
課

電
話
番
号

〇
六
（
六
九
四
九
）
六
四
二
六





地
方
自
治
事
項

公

告

令和年月日 月曜日 第号官 報

労

働

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

長
野
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
第
３
号

最
低
賃
金
法
（
昭
和
34年

法
律
第
137号

）
第
15条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
長
野
県
計
量
器
・
測
定
器
・
分

析
機
器
・
試
験
機
、
医
療
用
機
械
器
具
・
医
療
用
品
、
光

学
機
械
器
具
・
レ
ン
ズ
、
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子

回
路
、
電
気
機
械
器
具
、
情
報
通
信
機
械
器
具
、
時
計
・

同
部
分
品
、
眼
鏡
製
造
業
最
低
賃
金
（
平
成
20年
長
野
労

働
局
最
低
賃
金
公
示
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
決
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
19条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
７
年
12
月
１
日長
野
労
働
局
長
三
浦
栄
一
郎

第
４
号
中
「
１
時
間
1032円

」
を
「
１
時
間
1095円

」
に
改
め
る
。
附
則

こ
の
決
定
は
、
令
和
８
年
１
月
１
日
か
ら
効
力
を
生
ず

る
。

熊
本
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
第
２
号

最
低
賃
金
法
（
昭
和
34年

法
律
第
137号

）
第
15条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
熊
本
県
電
子
部
品
・
デ
バ
イ

ス
・
電
子
回
路
、
電
気
機
械
器
具
、
情
報
通
信
機
械
器
具

製
造
業
最
低
賃
金
（
平
成
20年
熊
本
労
働
局
最
低
賃
金
公

示
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
決
定
を
し

た
の
で
、同
法
第
19条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
７
年
12
月
１
日熊
本
労
働
局
長
金
谷
雅
也

第
４
号
中
「
１
時
間
996円

」
を
「
１
時
間
1063円

」
に
改
め
る
。
附
則

こ
の
決
定
は
、
令
和
８
年
１
月
１
日
か
ら
効
力
を
生
ず

る
。

熊
本
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
第
３
号

最
低
賃
金
法
（
昭
和
34年

法
律
第
137号

）
第
15条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
熊
本
県
自
動
車
・
同
附
属
品
製

造
業
、
船
舶
製
造
・
修
理
業
、
舶
用
機
関
製
造
業
最
低
賃

金
（
平
成
20年
熊
本
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
第
４
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
決
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
19条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
７
年
12
月
１
日熊
本
労
働
局
長
金
谷
雅
也

第
４
号
中
「
１
時
間
1019円

」
を
「
１
時
間
1074円

」
に
改
め
る
。
附
則

こ
の
決
定
は
、
令
和
８
年
１
月
１
日
か
ら
効
力
を
生
ず

る
。

川

崎

市

選
挙十

月
二
十
六
日
市
長
の
選
挙
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
者

が
当
選
し
た
。

福
田

紀
彦
（
無
所
属
）（
男
）

神

戸

市

選
挙十

月
二
十
六
日
市
長
の
選
挙
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
者

が
当
選
し
た
。

久
元

喜
造
（
無
所
属
）（
男
）

諸

事

項工
場
財
団

静
岡
県
御
前
崎
市
港
6620番

地
78合
同
会
社
御
前
崎
港

バ
イ
オ
マ
ス
エ
ナ
ジ
ー
の
工
場
財
団
に
静
岡
県
御
前
崎
市

港
6620番

地
78御
前
崎
港
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所
の
工
作
物

等
を
追
加
す
る
変
更
登
記
申
請
に
係
る
動
産
に
つ
き
権
利

を
有
す
る
者
、
差
押
、
仮
差
押
又
は
仮
処
分
債
権
者
は
、

本
日
か
ら
32日
以
内
に
権
利
を
申
し
出
て
下
さ
い
。

令
和
７
年
12
月
１
日
静
岡
地
方
法
務
局
掛
川
支
局





令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報

失踪に関する届出の催告

失 踪 宣 告

除 権 決 定






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結及び免責許可決定





令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報

書面による計算報告

特別清算開始
令和７年（ヒ）第１３号
栃木県足利市堀込町3043番地の３
清算株式会社 株式会社なかむら
代表清算人 中村 悦之
１ 決定年月日 令和７年11月12日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

宇都宮地方裁判所第１民事部
令和７年（ヒ）第１２号
栃木県那須塩原市宮町３番19号
清算株式会社 株式会社雅城
代表清算人 大島 正浩
１ 決定年月日 令和７年11月14日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

宇都宮地方裁判所第１民事部
令和７年（ヒ）第２０７５号
東京都葛飾区東金町３丁目４番６号
清算株式会社 株式会社ＴＫＴＳ
代表清算人 飯野 龍介
１ 決定年月日 令和７年11月14日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第６号
岐阜県飛驒市古川町沼町650番地の２
清算株式会社 株式会社らくよう工芸
代表清算人 中西 大輔
１ 決定年月日 令和７年11月18日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

岐阜地方裁判所高山支部
令和７年（ヒ）第４号
兵庫県伊丹市西台１丁目５番21号304
清算株式会社 ＯＮニット株式会社
代表清算人 中島 綱三
１ 決定年月日 令和７年11月18日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

神戸地方裁判所伊丹支部
令和７年（ヒ）第５号
奈良県橿原市小槻町260番地の７
清算株式会社 株式会社エムズハウス
代表清算人 中垣内多美

１ 決定年月日 令和７年11月18日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

奈良地方裁判所葛城支部

特別清算終結
令和７年（ヒ）第４号
茨城県土浦市沢辺字下原57番地29
清算株式会社 株式会社ＨＦ
１ 決定年月日 令和７年11月17日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

水戸地方裁判所土浦支部

特別清算協定認可
令和７年（ヒ）第２０４９号
東京都港区芝３丁目32番13号
清算株式会社 日本カーライフアシスト株式会
社
代表清算人 平間 研司
１ 決定年月日 令和７年11月17日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 清算株式会社は、協定債権者（以下、「本件
協定債権者」という。）に対し、協定債権のう
ち、清算株式会社の財産の換価終了後に開催
される協定案可決の決議のための債権者集会
の日（以下、「本集会日」という。）において清
算株式会社が有する弁済原資（本集会日にお
いて、清算株式会社が有する財産から公租公
課及び清算に要する費用を控除した金額をい
う。以下、「本弁済金」という。）を特別清算開
始決定日の前日までの原因に基づいて生じた
債権（以下、「弁済対象債権」という）の割合
に応じて、本協定認可決定確定日の属する月
の末日から１か月以内に弁済するものとす
る。ただし、割合弁済の結果生じる１円未満
の端数は切り捨てる。
２ 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する
金融機関の口座に振込送金する方法で支払
う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負
担とする。
３ 本件協定債権者は、第１項の弁済を受けた
ときは、清算株式会社に対し、協定債権の総
額から弁済額を控除した残額について、その
債務を全部免除する。
４ 第１項の本弁済金がない場合、本件協定債
権者は、本協定認可決定時において、清算株
式会社に対する協定債権につき、その債務を
全額免除する。






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報

５ 清算株式会社に新たな財産が発見されたと
きは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、
本件協定債権者に対し、換価代金から必要な
費用を控除した残額を弁済対象債権の割合に
応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果生
じる１円未満の端数は切り捨てる。この場合
において、本件協定債権者が第３項により
行った免除は、割合弁済された金額の限度に
おいて効力を失うものとする。
６ 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部
又は一部について債権の移転があった場合に
おいても、変更前の協定債権者とその有する
協定債権の額を基準に本協定条項を適用する
ものとする。
（別紙省略）

以上
東京地方裁判所民事第20部

再生手続開始及び管理命令

小規模個人再生による再生手
続開始






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
手続開始






令
和

年


月

日
月
曜
日

第




号

官
報

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告






令和年月日 月曜日 第号官 報

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
組
合
は
そ
れ
ぞ
れ
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
開
催

の
臨
時
総
代
会
・
臨
時
総
会
に
お
い
て
令
和
八
年
四
月
一

日
を
も
っ
て
合
併
し
、
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承
継

し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
両
組
合
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表

は
、
甲
及
び
乙
そ
れ
ぞ
れ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
い

て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

秋
田
県
湯
沢
市
北
荒
町
五
番
八
号

（
甲
）
こ
ま
ち
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

遠
田

武

秋
田
県
雄
勝
郡
羽
後
町
足
田
字
泉
田
四
五
番
地
の
一

（
乙
）
う
ご
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

佐
々
木
常
芳

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
一
日
で
あ
り
両
社
の
株

主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
両
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

上
毛
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

掲
載
頁

三
頁

（
乙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

群
馬
県
太
田
市
新
井
町
五
六
五
番
地

（
甲
）
三
和
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

原
澤

浩
毅

群
馬
県
太
田
市
新
井
町
五
六
五
番
地

（
乙
）
有
限
会
社
原
沢
工
業

代
表
取
締
役

原
澤

浩
毅

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
七
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
経
ず
に
合
併
を
決
定

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し
て

い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行
及

び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）h

ttp
://w
w
w
.in
tec.co

.jp
/p
n
/

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
八
丁
目
一
七
番
一
号

（
甲
）
Ｔ
Ｉ
Ｓ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
本

安
史

富
山
県
富
山
市
牛
島
新
町
五
番
五
号

（
乙
）
株
式
会
社
イ
ン
テ
ッ
ク

代
表
取
締
役

疋
田

秀
三

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
三
十
一
日
で
あ
り
、
甲

は
会
社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
七
八
四
条
第
一

項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決

定
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し

て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行

及
び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

掲
載
頁

六
十
九
頁
（
号
外
第
二
三
四
号
）

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
富
士
見
二
丁
目
一
〇
番
二
号

（
甲
）
イ
ン
フ
ロ
ニ
ア
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

株
式
会
社

代
表
執
行
役
社
長

岐
部

一
誠

東
京
都
千
代
田
区
富
士
見
二
丁
目
一
〇
番
二
号

（
乙
）
イ
ン
フ
ロ
ニ
ア
デ
ジ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

榎
原

尚
徳

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
四
番
七
号
Ｔ

Ｌ
Ｉ

Ｔ
Ｅ
一
三
階

（
甲
）
テ
ィ
ー
ダ
・
パ
ワ
ー
０
１
合
同
会
社

代
表
社
員

一
般
社
団
法
人
テ
ィ
ー
ダ
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
４

職
務
執
行
者

中
村

武

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
四
番
七
号
Ｔ

Ｌ
Ｉ

Ｔ
Ｅ
一
三
階（

乙
）
ユ
ニ
バ
ー
ジ
ー
０
２
合
同
会
社

代
表
社
員

一
般
社
団
法
人
テ
ィ
ー
ダ
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
６

職
務
執
行
者

海
老
原
英
征

合
併
公
告

債
権
者
及
び
株
主
等
関
係
者

各
位

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
一
日

掲
載
頁

十
頁

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
台
東
区
上
野
三
丁
目
二
四
番
六
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｌ
ｏ
ｏ
ｏ
ｐ

代
表
取
締
役

中
村
創
一
郎

東
京
都
台
東
区
上
野
三
丁
目
二
四
番
六
号

（
乙
）
合
同
会
社
桜
道
３
２

代
表
社
員

株
式
会
社
Ｌ
ｏ
ｏ
ｏ
ｐ

職
務
執
行
者

本
田

三
雄

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
四
番
七
号
Ｔ

Ｌ
Ｉ

Ｔ
Ｅ
一
三
階

（
甲
）
テ
ィ
ー
ダ
・
パ
ワ
ー
０
１
合
同
会
社

代
表
社
員

一
般
社
団
法
人
テ
ィ
ー
ダ
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
４

職
務
執
行
者

中
村

武

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
四
番
七
号
Ｔ

Ｌ
Ｉ

Ｔ
Ｅ
一
三
階

（
乙
）
Ｃ
Ｓ
山
口
秋
穂
二
島
２
合
同
会
社

代
表
社
員

一
般
社
団
法
人
テ
ィ
ー
ダ
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
４

職
務
執
行
者

中
村

武





令和年月日 月曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
法
人
は
、
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を

承
継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
つ
い
て
は
令
和
七
年
十
一
月
十
九
日
付
で

神
奈
川
県
の
認
可
を
得
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

横
浜
市
戸
塚
区
上
品
濃
一
六
番
八

（
甲
）
医
療
法
人
社
団
健
齢
会

理
事
長

大
屋
敷
芙
志
枝

横
浜
市
保
土
ケ
谷
区
常
盤
台
八
四
番
一
号

（
乙
）
医
療
法
人
社
団
伊
純
会

理
事
長

大
屋
敷
芙
志
枝

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
及
び
丙
の
権
利
義
務
全

部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
及
び
丙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

愛
知
県
刈
谷
市
今
川
町
田
地
池
三
四
番
地

（
甲
）
合
同
会
社
ポ
ラ
リ
ス

代
表
社
員

杉
山

輝
男

愛
知
県
岡
崎
市
国
正
町
字
西
浦
一
五
番
地

（
乙
）
合
同
会
社
杉
山
不
動
産

代
表
社
員

杉
山

輝
男

愛
知
県
刈
谷
市
今
川
町
田
地
池
九
五
番
地
一

（
丙
）
合
同
会
社
シ
リ
ウ
ス

代
表
社
員

杉
山

輝
男

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
・
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.d
a
iich
i -k
o
u
tsu
.co
.jp
/

令
和
七
年
十
二
月
一
日

島
根
県
益
田
市
あ
け
ぼ
の
本
町
一
番
地
一
五

（
甲
）
第
一
交
通
株
式
会
社

代
表
取
締
役

栗
原

教
臣

島
根
県
鹿
足
郡
津
和
野
町
後
田
イ
五
三
番
地
一

（
乙
）
津
和
野
第
一
交
通
株
式
会
社

代
表
取
締
役

池
田

正
則

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
保
険
代
理
店
事

業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
、
乙
は
こ
れ
を

承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
会
社
法
第
七
八
四
条
第

二
項
に
基
づ
き
、
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
決
定

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
日

掲
載
頁

二
頁

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
七
日

掲
載
頁

十
頁

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
練
馬
区
高
松
五
丁
目
八
番
二
〇
号

（
甲
）
光
が
丘
興
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
川

亮

東
京
都
江
東
区
枝
川
二
丁
目
一
三
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
ニ
チ
ユ
ウ

代
表
取
締
役

神
野

正
美

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
ア
セ
ッ
ト

ウ
ォ
ッ
シ
ュ
株
式
会
社
（
住
所
栃
木
県
鹿
沼
市
栄
町
一
丁

目
一
五
番
地
三
）
に
対
し
て
当
社
の
不
動
産
・
ラ
ン
ド

リ
ー
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

当
社
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
十
一
月
二

十
八
日
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

栃
木
県
鹿
沼
市
茂
呂
六
〇
二
番
地

有
限
会
社
野
澤
加
工

代
表
取
締
役

野
澤

雅
之

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
暦
ラ

イ
ツ
（
住
所
東
京
都
渋
谷
区
大
山
町
二
六
番
五
号
）
に
対

し
て
当
社
の
関
東
圏
の
不
動
産
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務

を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

当
社
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
八
年
一
月
十
九

日
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
渋
谷
区
大
山
町
二
六
番
五
号

有
限
会
社
レ
ー
ヌ
・
リ
サ
ー
チ

取
締
役

内
田

慶
太

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
黒
田
株
式
会
社
と
し
、
効
力
発

生
日
は
令
和
八
年
一
月
十
五
日
で
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

札
幌
市
中
央
区
南
十
三
条
西
七
丁
目
一
番
一
号

黒
田
合
資
会
社

代
表
社
員

黒
田

功

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

北
海
道
札
幌
市
東
区
本
町
一
条
八
丁
目
二
番
一
九
号

合
同
会
社
つ
だ

代
表
社
員

津
田

進

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

埼
玉
県
戸
田
市
喜
沢
南
二
丁
目
四

一
五

光
輝
合
同
会
社

代
表
社
員

鄭

文
偉

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
杉
並
区
和
泉
三
丁
目
五
五
番
五
号

合
同
会
社
Ｒ
ｅ
ｎ
Ｄ
ａ
ｎ

代
表
社
員

夏
目

佑
太

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
中
村
薬
局
と
し
ま

す
。効

力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
一
日
で
あ
り
、
当
社
の

総
社
員
の
同
意
の
取
得
は
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
に

終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

神
戸
市
中
央
区
元
町
通
五
丁
目
七
番
二
六
号

合
名
会
社
中
村
薬
局

代
表
社
員

西
村
友
紀
子

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
五
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
カ
ー
ン
グ
ル
ー
プ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

奈
良
市
富
雄
元
町
四
丁
目
一
〇

一
九

五

合
同
会
社
カ
ー
ン
グ
ル
ー
プ

代
表
社
員

カ
ー
ン
・
モ
ハ
メ
ッ
ド
・
ラ

シ
ッ
ド

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

福
岡
市
中
央
区
白
金
一

一
七

一
八
井
上
コ
ー
ポ

Ｎ
Ｅ
Ｗ

Ｂ
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｔ
合
同
会
社

代
表
社
員

孫

煜
東

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
板
橋
区
小
豆
沢
四
丁
目
二
七
番
一
一
号

山
田
屋
合
同
会
社

代
表
社
員

田
口

芳
美





令和年月日 月曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
一
丁
目
九
番
一
号
Ｐ
Ａ

ビ
ル
二
Ｆ

合
同
会
社
ド
ゥ

代
表
社
員

長
谷

裕
光

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
三
百
十
六
万
六
千
五
百

九
十
四
円
減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

茨
城
県
つ
く
ば
市
御
幸
が
丘
二
七
番
地
Ｓ
ａ
ｋ
ｕ

Ｌ
ａ
ｂ

Ｔ
ｓ
ｕ
ｋ
ｕ
ｂ
ａ

株
式
会
社
Ａ
ｒ
ｒ
ｏ
ｗ
ｓ
ｍ
ｉ
ｔ
ｈ

代
表
取
締
役

安
藤

弘
樹

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
億
円
減
少
し
十
五
億
円
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
一
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
七
番
七
号
赤
坂
溜
池

タ
ワ
ー
四
階

リ
ク
イ
ド
ネ
ッ
ト
証
券
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
口

博
志

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
百
万
円
減
少
し
五
百
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

石
川
県
金
沢
市
東
町
三
二
番

株
式
会
社
ａ
ｒ
ｕ
ｊ
ｉ

代
表
取
締
役

田
島

充
幸

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
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令
和
七
年
十
二
月
一
日

名
古
屋
市
中
区
千
代
田
二
丁
目
一
五
番
一
八
号

株
式
会
社
ア
セ
ン
ト

代
表
取
締
役

石
田

寿
弥

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
七
年
十
二
月
十
六
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
九
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の

所
有
す
る
株
式
六
十
株
を
六
千
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ

り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公

告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
足
立
区
六
月
一
丁
目
二
番
一
一
号

有
限
会
社
Ｒ
Ｓ
Ｓ
エ
ブ
リ

代
表
取
締
役

石
川

拓
彦

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
七
年
十
二
月
十
六
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
又
は
登
録
株
式
質
権
者

を
も
っ
て
、
剰
余
金
の
配
当
を
受
け
る
権
利
者
と
定
め
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

横
浜
市
中
区
翁
町
一
丁
目
四
番
一
号

株
式
会
社
ア
ル
テ
ジ
ェ
ネ
シ
ス

代
表
取
締
役

吉
村

栄
義

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

北
海
道
河
東
郡
音
更
町
木
野
大
通
東
四
丁
目
一
番
地

株
式
会
社
丸
信
増
山
商
会

代
表
取
締
役

増
中

智
宏

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

札
幌
市
北
区
新
琴
似
八
条
六
丁
目
一
番
六
号

大
栄
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

里

圭
介

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
南
加
瀬
五
丁
目
一
一
番
一

八
号

株
式
会
社
東
亜

代
表
取
締
役

新
井

有
羅

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

岡
山
県
倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
五
丁
目
一
九
六
番
地

株
式
会
社
中
国
電
業
舎

代
表
取
締
役

髙
田

大
輔

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
譲
渡
に
よ
る
株
式
の
取
得

に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
一
日
で
す
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

岡
山
県
倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
五
丁
目
一
九
六
番
地

株
式
会
社
中
国
電
業
舎

代
表
取
締
役

髙
田

大
輔

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

長
崎
市
京
泊
三
丁
目
三
番
一
号長

崎
魚
市
株
式
会
社

代
表
取
締
役

多
田

聖
一

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
戸
田
昭

が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
四
番
一
四
号
七

〇
三
号
室

上
海
皓
翔
商
務
諮
詢
有
限
公
司

日
本
に
お
け
る
代
表
者

戸
田

昭

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
一
億
五
百
万
口
を
消
却
し

て
一
億
七
千
八
十
万
口
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
、
当
該
優
先
出
資
に
係
る
優
先
出
資
証
券
を
所
有
す
る

方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で
に

当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
麴
町
五
丁
目
一
番
地
九
階
成
倫

税
理
士
法
人
内

シ
ル
バ
ー
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

岡
本

哲
治

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
億
五
千
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

一
六
〇
頁
（
号
外
第
一
四
六
号
）

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
麴
町
五
丁
目
一
番
地
九
階
成
倫

税
理
士
法
人
内

シ
ル
バ
ー
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

岡
本

哲
治

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日
（
号
外
第
二
五
八
号
）
掲

載
の
被
相
続
人

亡

尾
前

義
秋
に
係
る
相
続
債
権
者

受
遺
者
へ
の
請
求
申
出
の
催
告
中
、「
相
続
財
産
清
算
人

司
法
書
士

引
田

俊
彦
」
と
あ
る
は
、「
相
続
財
産
清

算
人

司
法
書
士

引
田

敏
彦
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正

し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

扱

店

取
消
公
告

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日
（
号
外
第
二
五
八
号
）
掲

載
の
合
併
公
告
及
び
新
設
分
割
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠

組
）
を
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
六
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｔ
ｒ
ｙ
ｓ

代
表
取
締
役

小
林

泰
平

福
岡
市
中
央
区
渡
辺
通
二
丁
目
九
番
二
二
号
西
鉄

渡
辺
通
ビ
ル

（
乙
）
株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
ギ
ア

代
表
取
締
役

佐
藤

竜
史


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